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• このファイルに、音声解説は収録していません。

• このファイルは、13枚のスライドで構成しています。

• 各スライドは原則、左側に資料の画像、右側にその解説を掲載していま
す。

• ただし、資料の一部のみの掲載に留まるスライドがありますので、
必要に応じて資料を別に印刷するなどして参照しながらご覧ください。

• 左クリックで次のスライドにスクロールします。



この項では資料№４を参照してくだ
さい。

「第三者加害事案」とは、第三者の行
為による災害のこと。言い換えれば、
加害者のある災害のことです。

事例としては左のような事案ですが、
相手のあることであり、また、提出す
べき書類も多くなるなど、対応には
様々な配慮が必要になります。

なお、基金において「加害者」とは、
第三者のことを称する呼称であり、過
失割合の如何を問いません。

被災職員側の過失割合が100％（す
なわち一般的には職員側がいわゆる加
害者）だとしても、あくまでも第三者
のことを「加害者」と称します。

4-1 第三者加害事案とは



4-2 治療費等の請求先①

職員が交通事故に遭って怪我を
した場合を例にとります。

その治療費について職員は、基
金または相手方（多くは自賠責保
険会社）に対して請求することが
できます。

ただし両方に請求することはで
きず、どちらか一方を職員が選択
する必要があります。
（左の資料中に記載のとおり、両
方から支払われることはない仕組
みになっています。）

どちらに請求するのが職員に
とって”得策”なのか、その点は
後の項に説明があります。
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4-2 治療費等の請求先② まずは(1)「求償と免責」について説明します。

公務災害を取扱う場合に、特別な用語を使うこと
があり、治療費について先に基金が被災職員に補償
して、その後に基金が加害者に請求することを「求
償」と呼びます。
（第三者加害事案の場合、治療費について、原則と
して加害者に対して損害賠償を求めます。）

また、治療費について加害者（第三者）から損害
賠償を受けた場合、その加害者から損害賠償を受け
取った分については基金は補償を行いません。この
ことを「免責」と呼びます。

求償と免責については、法律で定められており、
左下の枠の中に記載しているとおりです。

なお、「求償」「免責」という言葉は、次のスラ
イドの説明でも出てきます。

次に(2)「補償先行と示談先行」について説明しま
す。

第59条第１項の方法によって認定後の事務を進め
て行く方法のことを、基金が先に補償することから、
基金では「補償先行」と呼んでいます。

一方、もう一つの方法で、第59条第２項の方法に
よって、被災職員が加害者と交渉して認定後の事務
を進めていく方法を、基金では「示談先行」と呼ん
でいます。

これら２つの方法のうち、どちらの方法を選択す
るのが職員にとって”得策”なのか、その点は次以
降のスライドで説明します。

【資料№４の１～２ページ】



4-3 補償方針の選択①

３「補償方針の選択」について説明し
ます。

第三者加害事案の場合、被災職員は、
治療費などの費用の負担を基金に先に求
めるか、それとも第三者（加害者）に求
めるか、選択する必要があります。

基金に求める方法を「補償先行」と言
い、一方、第三者（加害者）に求める方
法を「示談先行」と言います。

なお、補償先行の場合でも、原則とし
て第三者（加害者）は賠償責任を免れる
訳ではなく、後日、基金が第三者（加害
者）に対して求償します。

左図は、補償先行と示談先行の事務の
流れと、基金・被災職員・第三者の関係
性を示しています。

補償先行は、細い線 → で示してあり、

示談先行は、太い線  で示してあり
ます。
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4-3 補償方針の選択②
「補償先行」と「示談先行」のどちらを選択する

か。

その判断は、一律に枠にはめて考えることは難し
く、個々の事案ごとに判断が必要になります。

左の資料では、補償先行と示談先行を選択する際
の判断材料を箇条書きで示したものとなりますが、

例えば、

「補償先行」を選択する場合が多いのは、左のよ
うな４つの場合。

これらの場合は、補償先行をお勧めして、事務処
理を進めることが多くなっています。

一方、「示談先行」を選択する場合が多いのは、
左のような２つのケース。

なお、示談先行に関して大事なポイントを説明し
ます。

示談先行の方を選択する方が被災した職員にとっ
て“得策“となる点があります。

それは、補償先行であれば、基金の補償の対象と
なるのは、原則として、治療費・通院費のみですが、
示談先行を選択した場合は、自賠責等から慰謝料が
出ます。

ちなみに、自賠責であれば、原則、通院１日につ
き4,300円の慰謝料が出ることがあるほか、さらに
車両修理費用、加えて、細かいですが、眼鏡代・ス
マホ修理など物的な補償も自賠責等から受けられる
場合があります。

つまり、負傷が軽くて、円満に解決できるような
場合には、被災職員は、慰謝料と物的な補償も加え
た額で補償を受けられるので、示談先行には補償の
金銭面でメリットがあるということです。
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4-4 示談
被災職員と第三者（加害者）の間で、後日、示談を取り交わすこと

になります。これは示談先行であろうと補償先行であろうと同様です。

示談とは、法律上は、民法第695条の和解契約にあたり、口頭で
約束したとしても示談とみなされるので、慎重に対応していただきた
いと思います。

示談をするときに、特に留意すべき点を左の四角い枠内に５項目記
載してあります。

①つ目は、安易に請求権を放棄しないこと。
例えば、交通事故で「治療費は基金から支払われるから要らない」

などと、その場で口頭で約束することはしないようにお願いします。
不利な過失割合で示談するのも避けていただきたいです。

もう一つ付け加えれば、「※」として記載しているように、例えば
「仕事でお世話になっている人なので、請求しないで欲しい」という
ようなことを言われる場合もあるかもしれませんが、心情的に気持ち
は分かるものの、公務災害に認定された案件については、最終的には、
加害者から支払ってもらう必要があるということです。

②つ目は、書面にすること。
紛争の再発防止になるので、示談は書面でお願いしたいと思います。
示談の様式は、特に決まっていませんが、作成に困ったときは、御

相談いただければ雛形をお示しします。
自動車事故で任意保険会社が示談交渉に入る場合には、その任意保

険会社の様式を使って頂いても構いません。

③つ目は、損害賠償の内訳を明確にすること。
「一切の損害賠償として○○円支払う」といった総額表示ではなく

て、できるだけ詳しく、「治療費は○○円、慰謝料は○○円、休業損
害は○○円」と内訳が分かる形で示談をしていただきたい。

④つ目は、後遺症・再発について明記すること。
記載例としては、「今後、本件による後遺障害が生じたときは、改

めて賠償条件を協議する」などと記載するのが得策です。

⑤つ目は、治ゆ後に、すなわち治った後に示談すること。
示談の締結は、原則として、総損害額が明確になる治ゆ後（または

症状固定後）にお願いします。
治ゆするまでは、金額を明示した示談は避けていただきたいと思い

ます。

以上が、示談先行で示談を締結する場合の留意点ですが、被災事案
ごとに対応が異なるので、不明な点は御相談いただいて、基金・所
属・被災職員とで情報を共有しながら、相手と示談を進めていきたい
です。
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4-5 第三者加害事案に係る
         手続①

最初の方でも少し触れましたが、第三者加害事案は提出書類の数も増えます。

まず、示談先行と補償先行どちらを選択しても、認定請求の際に追加で必要にな
る書類が３つあります。

さらに、補償先行を選択した場合には、加えて２つの書類の提出をお願いするこ
とになります。

● それぞれの様式と記載例は、次のとおりです。

①「第三者加害報告書」→資料No.６の９～11ページ
この記載例は交通事故の場合ですので、交通事故以外の場合は記載できない部分

が生じますが、それらの部分は空欄のまま提出していただいて構いません。

②「念書（兼同意書）」→12ページ
まれに「誰が記載するのか？」と照会がありますが、「被災職員」が記名して、

基金に提出していただくものです。

③「第三者との交渉状況報告書」→17ページ
示談が進んだり、状況が変わったりした都度、随時、基金に提出していただくも

のです。
別に、概ね半年ごとに、基金から文書で報告を求める場合もあります。

さらに、補償先行を選択した場合には、

④「補償先行申出書」→資料６の15ページ

⑤「確約書」→16ページ
加害者に署名捺印をお願いするものです。

● 交通事故で被災した場合には、上記の書類に加えて、さらに２つ提出していた
だきます。

⑥「事故証明書」
「物損事故」の証明書ではなくて、「人身事故」の証明書で提出してください。
交通事故の認定請求書に「物損事故」の証明書を付けて提出される方もいますが、

「人身事故」の方でないと、事故で負傷したものかどうか確認が取れません。

⑦「事故発生状況報告書」
記載例は資料６の13ページ、14ページにあります。
13ページ（事故発生状況報告書の１枚目）は、被災職員と相手との過失割合を

判定するために使用します。
14ページ（事故発生状況報告書の２枚目）は、基金が自賠責に請求（求償）す

る場合に使います。
第三者の自賠責の情報は、求償する際に必要になりますので、相手方から情報を

聞き取って記載してください。

なお、被災職員の過失割合が100％近い場合であっても、基本的に相手の自賠責
に請求（求償）しますので、「加害自動車」の欄に相手の情報を記載してください。
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4-5 第三者加害事案に係る手続②
手続の続きを説明します。

「●示談交渉時」には、

先程、記載例を御覧いただいた「第三者との交渉状
況報告書」を使って、相手方との交渉状況について随
時、連絡をお願いします。

続いて、

「●示談成立前」には、

示談書の案の段階で、一旦、基金に提出をお願いし
たいと思います。

基金では、過失割合や示談の内容に問題がないか、
などを確認します。

それらを確認した後に示談内容の適否について基金
から連絡しますので、基金の確認・連絡を受けた後、
さらに被災職員が納得された上で、示談を締結するよ
うにお願いします。

「●示談成立後」には、

所属と任命権者を経由して、被災職員が記名押印し
た示談書の写しを提出していただきます。

なお、交通事故の場合は、保険会社によって書類の
名称が異なっており、「承諾書」あるいは「免責証
書」などの名称の場合もあります。
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4-6 第三者加害事案の参考例

第三者加害事案は、簡単には解決し
ない場合もあります。

対応が困難な事案が発生した場合に
は、基金岩手県支部に御相談ください。

【資料№４の５ページ】



4-7 参考情報

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等
の支払基準（平成13年 金融庁・国土交通省 告示第１号）より

国土交通省 自賠責保険ポータルサイト 等から転載
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment.html

● 自賠責における過失減額

（以下省略）



終わり
地方公務員災害補償基金 岩手県支部

Vol.4 第三者加害事案
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